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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hourei/pamphlet.pdf



1. 事故の発生と進展
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東北地方太平洋沖地震

発生: 2011年3月11日14:46

マグニチュード: 9.0

震央: 三陸沖約 130km 
( 北緯 38.10度 東経 142.86度
深さ 23.7km)

◎引用文献：気象庁「『平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震』について（第1
報）」にJNESが一部加筆 [Online]. http://www.jma.go.jp/jma/index.html



5

http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/japan-challenges/pdf/japan-challenges_full.pdf



(炉心の状態)

 3月11日14:46 : 外部電源喪失、非常用ディーゼル発電機
起動。

 3月11日14:52 : 非常用復水器起動。

 3月11日15:37 : 全交流電源喪失。

 3月12日05:46 : 消火系から淡水注入を開始。

注水は、約１４時間９分にわたり停止したとみられる。

 3月11日17:00頃 : 燃料が露出し、その後、炉心溶融が
開始。

福島第一原子力発電所１号機
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１号機 3月12日15:36 : 原子炉建屋で水素爆発

３号機 3月14日11:01 : 原子炉建屋で水素爆発

２号機 3月15日06:00頃 : 格納容器の圧力抑制室付近で爆発音 (格納容器のト
ーラス室で水素爆発が起こった可能性がある。）

４号機 3月15日06:00頃 : 原子炉建屋で爆発

(３号機格納容器のベントの排気管が、排気筒の手前で４号機の排気管と合
流しているため、３号機からの水素流入の可能性がある。)

水素爆発と爆発音
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4号炉の水素爆発原因？

非常用ガス処理系排気管
使用済燃料プールの状況（４
号機）

(出所：東京電力）

コンクリートポンプ車により使用済燃料プールか
ら採取した水の核種分析から、燃料棒の著しい
損傷は起こらなかったとみられる。



原子力災害特別措置法に基づく緊急対応体制*

オフサイトセンター
保安院＋東電

uT 現地対策本部東電本社
+首相官邸

N安全保安院

安全委

首相官邸
緊急対策本部

T

A原子力委
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*Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness (ASMCNE)

福島県庁
に移動



10

人 数 放射線被ばく

合計 7800 (5月23日時点) 平均 7.7mSv
115（6月21日時点） > 100mSv

9名（同上） > 250mSv
2 < 2~3Sv (皮膚の等価線量)

政府は5月17日、緊急作業に従事した全ての作業者の被ばく

線量を長期的に追跡できるデータベースを構築することを決定
した。東電によると198名の記録が追跡できない模様（日経新
聞、2011年7月21日）

現 状

今 後

作業者



2. 環境と住民への影響
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発電所における放射線レベルの推移

線

量

率

MP-4付近
正門付近
体育館脇
西門付近
事務本館北
事務本館南
正門
西門
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福島第一原子力発電所の20km圏外の空間線量率の推移



INES(国際原子力放射線事象評価尺度）Level 7
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出所：原子力安全・保安院、http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110412001/20110412001-1.pdf



１号機 ２号機 ３号機 ４号機

放射性物質を含む液体の拡散防止強化対策

海水配管
トレンチ

取水電源ケーブル
トレンチ・管路

放出箇所（３号機）

海水循環浄化装置の設置

立坑

放出箇所（２号機）

角落としの設置

大型土嚢（4/8完了）
シルトフェンス（4/14完了）
鉄板設置（4/15完了）
ゼオライト入り土嚢（4/15,17投入）

ゼオライト入り土嚢（追加投入）
ピット等閉塞（実施中）
海水循環浄化装置（計画中）
鋼矢板等（計画中）
スクリーン室角落とし（計画中）
放水口角落とし（計画中）

ピット等の閉塞

添付Ⅵ-5
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Fukushima Chernobyl

Source: T. Kawada, “Current Status of Soil Contamination and how to respond,” 
Presentation at JapanAtomic Energy Commission Meeting, May 24, 2011
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2011/siryo16/siryo2.pdf



川俣町

小野町

避難区域

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

楢葉町

富岡町

大熊町

双葉町

浪江町

南相馬市

川内村

田村市

葛尾村

I飯舘村

広野町

計画的避難区域

緊急時避難準備区域

緊急時避難準備区域

防護区域
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区域 住民数

避難区域 約 78,000人 (この区域の人口)

計画的避難区域 約 10,000人 (この区域の人口)

被災者数
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実施内容 結果

スクリーニング調査 5月31日までにチェックを受けた195,354人の大部分
が、100,000cpm の限度を下回った。

甲状腺被ばく調査 調査を受けた0才から15才までの子ども 1,080人の
中で、スクリーニング基準の 0.2 μSv/hを超えた子ど
もはいなかった。

福島県は、関係省庁と放射線医学総合研究所の協力を得て、２百万人の
住民の放射線被ばくの推定、評価を行う予定。

現 状

今 後

住民



防護区域

避難区域
(半径20km 圏内)

緊急時避難準備区域*

*計画的避難区域を除く屋内退避区域は、緊急時避難準備区域とされた。
**計画的避難区域は、半径20km以遠で放射性物質の累積が高水準になるであろう特定
の地域に設定される必要がある。

［3月12‐15日］ ［ 4月22日］ ［現在 ］

屋内退避区域
(半径20~30km圏内)

計画的避難区域**
(半径20km以遠)

放射性物質の累積が
高水準となる区域
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放射線防護の線量の基準の考え方



3. 今後の事故収束への取組み
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事故収束の取組み
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4．現在までに得られた事故の教訓
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1. 緊急安全対策

原子力安全・保安院は全ての電気事業者に対し、緊急安全対策を実施す
るよう指示。（3月30日）

各電気事業者からの報告に基づき、原子力安全・保安院は緊急安全対策
が適切に実施されたことを確認。（5月6日）

2. 追加の緊急安全対策

原子力安全・保安院と関係省庁は、この報告で述べられている事故から得
られた教訓に基づき、緊急安全対策を実施し、強化する。（6月7日）

3. 浜岡原子力発電所の停止

政府は中部電力株式会社に対し、予想される地震により引き起こされる大規
模な津波の可能性が高いことから、浜岡原子力発電所の全ての号機の運転
を中長期的対策が完了するまでの間、停止するよう要請した。（5月6日）

その他の原子力発電所における対応



(1) 地震・津波への対策の強化
大規模な津波に対する対応が十分なされていなかった。

安全目標を達成するための、十分な再来周期を考慮した津波の適切な
発生頻度や十分な高さを想定すること

十分な高さを想定した津波による敷地への浸水影響を防止する構築物
等の安全設計を実施すること

R/B

海水ポンプ防潮堤

写真: 東京電力 水密扉 28

第１の教訓のグループ
シビアアクシデント防止策の強化



(2) 電源の確保

外部事象による共通原因故障に対して電源の多様性が図られていな
かった

電源の多様化を図ることにより、厳しい状況においても目標として定め
た長時間にわたって現場で電源を確保すること

電源車

災害対策用発電機

R/B

災害対策のための
発電機の配置場所
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第１の教訓のグループ
シビアアクシデント防止策の強化



(9) 水素爆発防止対策の強化
原子炉建屋における水素対策はとられていなかった。

原子炉建屋におけるシビアアクシデント時の水素爆発を防止する対策の
強化

原子炉建屋 原子炉建屋

水素再結合装置

ブローアウトパネル

水素

電源車
30

第２の教訓のグループ
シビアアクシデントへの対応策の強化



(16) 大規模な自然災害と長期化する原子力事故との複合災害へ
の対応

原子力事故が大規模な自然災害と同時に発生したため、連絡・通信、人
の参集、物資の調達の面で極めて困難な状況が生じた。

大規模な自然災害と長期化する原子力事故が同時に発生した場合に、
適切な通信連絡手段や円滑な物資調達方法を確保できる体制・環境を
整備する。

31写真: 東京電力

第３の教訓のグループ
原子力災害への対応の強化



(23) 安全規制機関の強化

国民に対して災害防止上十分な安全確保活動が行われることに第一
義的責任を有する者の所在が不明確であった。

日本政府は、原子力安全・保安院を経済産業省から分離し、原子力安
全委員会や各省の検討を含めて原子力安全規制行政や環境モニタリ
ングの実施体制の見直しに着手する。
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第４の教訓のグループ
安全基盤の強化



(28) 安全文化の徹底

事業者は、プラントの公衆安全に係るリスクが十分低く維持されている
との確信に影響があると認めるときには、安全性向上のため適切な措
置を講じることに真摯に取り組んできたか。

規制者は、安全確保の上でわずかな疑念もないがしろにせず、新しい
知見に対して敏感にかつ俊敏に対応することに真摯に取り組んできた
か。

原子力安全の確保には深層防護の追求が不可欠であるとの原点に立
ち戻り、原子力安全に携わる者が、絶えず安全に係る専門的知識の学
習を怠らず、原子力安全確保上の弱点はないか、安全性向上の余地
はないかの吟味を重ねる姿勢をもつことにより、安全文化の徹底に取
り組む。
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第５の教訓のグループ
安全文化の徹底



ストレステストの導入（2011/7/6)
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http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/20110711-3nisa.pdf



東京電力の需給状況（2011/5現在）

• http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/japan-
challenges/pdf/japan-
challenges_full.pdfhttp://www.meti.go.jp/english/earthqua
ke/nuclear/japan-challenges/pdf/japan-
challenges_full.pdfhttp://www.meti.go.jp/english/earthqua
ke/nuclear/japan-challenges/pdf/japan-
chalhttp://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/jap
an-challenges/pdf/japan-
challenges_full.pdfhttp://www.meti.go.jp/english/earthqua
ke/nuclear/japan-challenges/pdf/japan-
challenges_full.pdflenges_full.pdf
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http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/japan-challenges/pdf/japan-challenges_full.pdf



5. 国際社会との関係
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(1) アメリカ、フランス、ロシア、韓国、中国及びイギリスの専門家が来日し、
日本の関係機関と意見交換を行い、原子炉の安定化、放射性物質の
拡散防止等の助言を行った。

(2)   IAEAやOECD原子力エネルギー機関（OECD/NEA）のような原子力に
専門性を有する国際機関の専門家が来日し、助言等を行った。 また、
IAEA、世界保健機関（WHO）、国際民間航空機関（ICAO）及び国際海
事機関（IMO）や国際放射線防護委員会といった国際機関が、彼ら自身
の技術的立場から国際社会に必要な情報を提供した。

国際社会との協力
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IAEAに対し、原子力事故の早期通報に関する条約に
従って、通報を実施

在京外交団に対するブリーフィング

２９言語でウェッブサイトに情報掲載

外国のメディアへのブリーフィング

(例: 環境放射線レベルの測定値（英語版）
http://www.mext.go.jp/english/incident/1303962.htm )

国際社会への情報提供



原子力委員会の見解（2011/04/05)

• 原子力委員会は、この事故を我が国のみならず諸外国にお
いても原子力の安全確保の取組に対する信頼を根本的に揺
るがすものとして、極めて重く深刻に受け止めております

• この事故に関する国民への迅速かつ正確でわかりやすい情
報提供及び国外に対する情報発信も重要な課題です

• 原子力委員会では、昨年来新しい原子力政策大綱の策定に
向けた検討を進めてまいりましたが、この事態を受け、当面
の間、検討を中断することとします

• 今後の原子力政策の在り方に関する検討については、事態
収束後に行われる福島第一、第二原子力発電所事故の原
因究明作業を踏まえた原子力発電所の安全確保への取組
についての総括、エネルギー政策全体にかかる国民的な議
論等を踏まえて、適切に対応いたします
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/seimei/110405.pdf



原子力委員会の見解（2011/5/10)

• この事故の調査結果と得られた教訓を国際社会に対して提供する
ことは我が国の責務でもあります。

• 今回の事故の発生によって、このリスク管理活動の妥当性に対する
国民の信頼が失われました。

• 安全規制機関は決意を新たにして…このリスク管理活動の目標を
改めて明確にし…取組が不十分と判断された場合には、法令に基
づき運転停止を含め厳格な対応をとることが必要です。
– その際、今回の事故を踏まえた諸外国におけるストレステスト（自然災害、

全電源喪失等への対処能力評価）など国際的な取組についても、十分参
考にすることが重要です。

• 今後の原子力政策に関する決定を行うに当たって考慮するべき重
要課題の整理を開始します。
– その一環として、エネルギー源としての原子力発電の特性（リスク、コスト

等含む）とそれを踏まえた今日及び今後２０年から３０年を考えた原子力発
電の役割について再検討等を行います

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/seimei/110510.pdf
40



独立の事故調査についての個人的見解（2011/04/14)

• 透明性があり、国際社
会があとで検証できる
やり方で、世界が納得
できる調査をすることが
極めて重要

• 独立した委員会が事故
の原因と対応を「包括
的」に調査すべき

41http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011041401000170.html



国際社会の反応（出張報告より）

1. 既存原発の安全性確認
– 発電所所有国の懸念。情報提供を要請。各国別に自分の問題として

対応（欧州のストレステスト。米NRCによる12の提言。

2. 安全規制に対する信頼の問題
– 「安全規制に対する信頼の失墜」が最大の課題。インド、韓国も「独立

化」を決定。英国はBSEの経験から科学技術規制への信頼回復。

3. 安全とセキュリティの共通点
– 安全と核セキュリティの共通点の明確化。核テロでも同様の結果。

4. 汚染度と環境修復への思い
– チェルノブィリとの比較。総コストは？いつ住民は帰宅できるのか？

5. 今後のエネルギー・原子力政策
– 米、英、韓、中では原子力政策堅持。だが世論調査では反対増加。

– ドイツ、スウェーデン、イタリア、スイス等は脱原発を決定。

– ベトナム、サウジ、ヨルダンなど新規導入国は慎重に。

42



原子力と核：福島を復興の聖地に

• 人類は原子力発電の
安全性確保ができない
で、核兵器が管理でき
るのだろうか？

• ヒロシマ・ナガサキは被
爆地から平和の聖地へ

• フクシマは原発事故の
シンボルから復興の聖
地へ

（第59回パグウォッシュ会議にて、
2011/07/06)
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